
女性にやさしい職場環境づくりモデル事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 県は、女性の雇用に向けた、女性が働きやすい職場環境づくりに取り組む県内中小企

業等に対し、その取組に係る経費について、予算の範囲内において女性にやさしい職場環境

づくりモデル事業費補助金（以下、補助金という。）を交付するものとし、その交付等に関し

ては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に規定す

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２条 この要綱において、補助金対象事業者（以下「補助事業者」という。）とは、中小企業 

基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者又は同条第５ 

項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 宮城県内に本社又は主たる事業所を有する者であること。 

 (2) 次のいずれかに該当する者でないこと。 

イ  同一の大企業からの出資が、資本金の２分の１以上を占めている中小企業者 

ロ  企業からの出資が、資本金の３分の２以上を占めている中小企業者 

ハ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１を占めている中小企 

業者 

  (3)  新たに女性を正社員としての雇用を予定している者であること。 

  (4)  暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２ 

項に規定する暴力団又はその統制下にある者でないこと。 

(5)  全ての県税に未納がないこと。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる経費の区分、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事業は、交付の対象外とする。  

(1)  規則第３条第１項の申請書の提出時において既に着手されている事業 

(2)  他の補助金等の交付を受けて行われる事業 

(3)  他者が所有する施設で行われる事業 

３ 補助金額に千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によるものとし、その提出期限は知事

が定めるとする。 

２  前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税担当額のうち、

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定による仕入れに係る消費税額として控除でき

る部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律 226 号）の規定による地方消費税  



の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて 得た金額をいう。以下同じ。）を減額 

して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

３ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、以

下のとおりとする。 

（1） 事業計画書（別記様式第２号） 

（2） 収支予算書（参考となる見積書等の写しを添付すること）（別記様式第３号） 

（3） 法人確認書類（登記事項証明書、定款、規約等） 

（4） 法人の概要が分かる資料（パンフレット等） 

（5） 暴力団排除に関する誓約書（別記様式第４号） 

（6） 宮城県の県税（税目：全ての県税）の納税証明書（原本、１か月以内のもの） 

（7） その他知事が必要と認める書類 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

(1)  当該年度の２月末日までに補助事業を完了すること。 

(2)  補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合において

は 、別記様式第５号により知事の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更

にあってはこの限りでない。 

       イ 補助金交付決定額の２０％以内の減額を伴う変更の場合 

       ロ 補助対象事業内容の細部を変更する場合 

(3)  補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第６号により知事の承認

を受けること。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に

おいては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(5) 知事は、第２号又は第３号の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の全部又は

一部を取り消し、又は変更することができる。（補助事業の変更等に係る承認の申請等） 

 

（実施状況の確認） 

第６条 知事は、補助事業の実施状況確認のため、必要があると認めるときは、補助事業者に

対して調査を行うことができる。 

 

（実績報告） 

第７条 規則第１１条の実績報告書は、様式第７号によるものとする。 

２ 第１項の実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過する日又は当

該年度の３月２０日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 



第８条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条  補助事業者が補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額を別記様式第８号により速や

かに知事に報告しなければならない。 

２  知事は、前項の規定により報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入れ控

除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の管理） 

第１０条 補助事業者は、補助事業完了後も、補助事業により取得し又は効用が増加した財産

（以下「取得財産等」という。）を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金

交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和

４０年大蔵省令第１５号）に定められている期間において、補助金交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

（処分の制限を受ける財産） 

第１１条 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価格 

又は効用の増加した財産の価格が５０万円以上のものとする。 

２  補助事業者は、規則第２１条の知事の承認を受けようとするときは、別記様式第９号に

より財産処分承認申請書を提出しなければならない。 

 

（処分の制限を受ける期間） 

第１２条 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間とす

る。 

 

（書類の備付け等） 

第１３条  補助事業者は、前条の期間内において処分の制限を受ける財産の管理の状況を明ら

かにするため、その財産に係る財産管理台帳を別記様式第１０号により作成し、関係書類を

整備保管しなければならない。 

 

（証拠書類の保存） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する県

の会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（補助金の返還） 



第１５条 知事は、補助事業者が第８条に規定する条件に違反したときは、既に交付した補助

金の全部又は一部を返還させることがある。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年９月８日から施行し、令和５年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

 

別表（第３条関係） 

補助金の交付の対象となる経費の区分 補助率 交付額（上限額） 

女性が働きやすい職場環境づくりに資する次

に掲げる施設、設備又は備品の新設、増設、改修

又は購入に要する経費 

 

１ 女性専用施設等（トイレ、更衣室、シャワー

室、休憩室、託児スペース等） 

２ 安全確保施設等（スロープ、滑り止め、防犯

灯、防犯カメラ等） 

３ 福利厚生施設等で知事が認めるもの（調理・

保温設備等） 

 

注 備品にあっては、付属品や設置工事費等を含

み、総額 １０ 万円以上であるものに限る。 

２分の１ ５０万円 

注 左の対象経費の実支出額に

補助率を乗じて得た額と比較し

て少ない方の額を交付額とす

る。 

 

 

 


